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(1) 被害想定項目

⚫ 高知県の前回調査（H24）は、内閣府（H24）※1の方法を基本として、一部の項目について県
独自の予測手法を採用している。

⚫ 内閣府（R7）の予測手法を踏まえて、本調査の被害想定実施項目、予測手法を更新する。

区分 被害想定項目

建物被害
○揺れ、○時間差をおいて地震が発生する場合、○液状化、○津波、○急傾斜地崩壊、○地震火災、
○●津波火災、

屋外転倒、落下物 ○ブロック塀や自動販売機の転倒、○屋外落下物

人的被害
○建物倒壊、○津波、○急傾斜地崩壊、○火災、○ブロック塀・自動販売機の転倒・屋外落下物、○屋
内収容物の移動・転倒、屋内落下物、○揺れに伴う要救助者、○津波に伴う要救助者、○災害関連死

ライフライン ○上水道、○下水道、○電力、○情報通信、○ガス（都市ガス、プロパンガス）

交通施設 ○道路（高速道路、一般道）、○鉄道、○港湾、●空港

生活への影響 ○避難者、○帰宅困難者、○物資、○医療機能、●保健衛生・防疫・遺体処理

災害廃棄物等 ○災害廃棄物

その他の被害

○エレベータ内閉じ込め、●長周期地震動、○道路閉塞、●道路上の自動車への落石・崩土、●交通人
的被害、○要配慮者、●住宅造成地、○●危険物、○危険物・コンビナート施設、●大規模集客施設等、
●ターミナル駅、○文化財、○孤立集落、●災害応急対策等、●堰堤・ため池の決壊、○地盤沈下によ
る長期浸水、●複合災害、●漁船・船舶・水産関連施設、●治安、●時間差での地震発生

経済被害 ○直接的経済被害、○間接的経済被害

青字は内閣府（R7）を踏まえて追加した項目。 ○：定量評価を行う項目 ●：定性評価を行う項目
第１回検討委員会の内容から、内閣府の想定を踏まえて表現を更新した。

本調査の被害想定実施項目

※1:平成24年および25年に公表された「南海トラフ巨大地震の被害想定について」（一次報告）ならびに（二次報告）を指す。

１ 被害想定の実施項目と予測手法 第２回資料再掲



内閣府想定と高知県想定の被害想定予測手法の比較一覧

被害想定項目
内閣府
（H24）

高知県
（H24）

内閣府
（R7）

高知県
（R7）

建

物

被

害

揺れ （新規） （内閣府H24から更新）

時間差をおいて地震が発生する場合 ー ー （新規）

液状化 （新規）

津波 （新規）

急傾斜地崩壊 （新規）

地震火災

出火 （新規） （内閣府H24から更新）

延焼 （新規） （県手法）
県手法
再設定

津波火災 ー （様相のみ） （新規）

屋
外
転
倒
、

落
下
物

ブロック塀・自動販売機の転倒 （新規） ※ （内閣府H24から更新） ※

屋外落下物 （新規）

人

的

被

害

建物倒壊 （新規）

津波 （新規） （県手法） （内閣府H24から更新） ※

急傾斜地崩壊 （新規）

火災 （新規） ※ （内閣府H24から更新） ※

ブロック塀・自動販売機・屋外落下物 （新規）

屋内収容物・屋内落下物等 （新規） ※ （内閣府H24から更新） ※

揺れに伴う要救助者 （新規）

津波に伴う要救助者 （新規） ※ （更新）

災害関連死 ー ー （内閣府H24から新規） （検討中）

※：基本的な考え方は過年度の内閣府手法と同じだが、係数設定や一部の数値を再考慮する項目

１ 被害想定の実施項目と予測手法

建物被害～人的被害（定量評価を行う項目）

今
回
、
設
定
方
法
の
検
討
に
つ
い
て
報
告
す
る
項
目

（背景色が同じものは、同じ手法を用いている）
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高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24年8月）の方法

• 全国における平時の出火率の変化などを踏まえ、震度別・用
途別・季節時間帯別の出火率として、東京消防庁出火危険度
測定(第10回、令和3年)に基づいて整理した出火率と、前回
想定時(H24)の出火率を平均する形で出火率を設定し、出火
件数を算出する

• 感震ブレーカーの設置率※の分だけ電熱器具からの出火が抑
制されるものとして算出する

※感震ブレーカーの設置率：令和5年度内閣府アンケート結果をもとに都府県別に設定

 建物倒壊しない場合の火気器具・電熱器具からの出火率（用途別・震度別）

※火気器具のみからの出火率を用いることで、前ページに記載のように、感震ブレーカーが設置されてい
る場合には電熱器具からの出火が抑制されるものとして計算

建物倒壊しない場合の
火気器具・電熱器具からの出火

どのアンケート結果を使用する
か記載

内閣府報告書より（住民への感震ブ
レーカー普及状況調査（R5内閣府））と
しています。

高知県では、令和６年度実施 地震・
津波県民意識調査が最新となります。
設置率 R3：15.5%、R6：15.7% です。
（OYO）

(5) 建物被害（地震火災）①

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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第２回資料に加筆

⚫ 内閣府（R7）で新たに示された予
測手法を採用するが、高知県の火
災件数を踏まえ出火率を設定

首都圏の設置率：30.5%



出典：高知県：地震・津波県民意識調査報告書、2024
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⚫ 内閣府（R7）で新たに示された
予測手法を採用するが、高知県の
火災件数を踏まえ出火率を設定

(5) 建物被害（地震火災）①

１ 被害想定の実施項目と予測手法

5

⚫ 地震・津波県民意識調査報告書(2024)によると高知県民の感震ブレー
カー設置率は、15.7％であるため、下式の「感震ブレーカー設置率」に0.157
を適用する。 （※意識調査の回答率：約50%）

⚫ 火気器具・電熱器具からの出火率について
火災統計（総務省消防庁）による東京都と高知県の直近５年間における建物用途別の平時の出火件数を用いて、出火率の補正を
を行います。

高知県における建物用途別の出火率＝（東京都における建物用途別の出火率）
×（高知県内における建物用途別の直近５年間の平均出火件数）
÷（東京都内における建物用途別の直近５年間の平均出火件数）

表 都道府県別及び建物用途別建物火災件数（令和５年を例示、一部抜粋）

出典：火災統計（令和５年（１月～12月）における火災の状況（確定値）について)

住宅
飲食店 物販店

病院

事務所その他事業所

※ （火気器具からの出火件数＋電熱器具からの出火件数）は、内閣府
（R7）手法の【火気器具・電熱器具からの出火率】により算出

※ （電熱器具からの出火件数）は、上述の（火気器具からの出火件数＋
電熱器具からの出火件数）から、内閣府（R7）手法の【火気器具のみ
からの出火率】により算出した火気器具からの出火件数を減じて算出

首都圏の設置率：
30.5%

高知県の設置率：
15.7%



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 樋本・田中（2006）の都市火災の物理的延焼性状予測モデ
ル

加藤ら(2006)：延焼クラスター※に基づく地震火災リスク算
定手法 【平成24年と同じ手法】

• 他の火災建物の熱的な影響下における個々の建物の火災性状
を物理的知見に基づき予測することで、市街地全体の火災拡
大性状の予測を行う計算モデル

• 同モデルは、建築火災安全工学の分野で建物内部の火災性状
や煙流動性状予測に実績のあるゾーンモデルに、噴出火炎か
らの放射や対流による熱伝達、ならびに飛び火による延焼の
効果を組み込むことで、市街地火災の延焼性状の予測を行う

• 個々の建物の形態や防火性能、隣接する建物との配置といっ
た条件から、市街地風の風速・風向とその時間変化といった
市街地火災性状に影響を及ぼす条件を反映させた計算を行う
ことができる

• 消防運用の結果、消火することができなかった残火災件数を
用いて、1棟あたりの残火災件数期待値（件/棟）を求め、そ
れに対して延焼クラスターデータベースを適用し、焼失棟数
期待値を算定

• 風向については、安全側に見てどのように風向が変化しても
最も燃えやすい設定とし、風速について平均風速と8m/sの
２通りを検討する

6

延焼

※延焼クラスター（延焼運命共同体）とは、風速・風向及び建物構造から延焼限界
距離を求め、この距離内に連担する建物群を一体的に延焼する可能性のある塊とし
てみなしたもの

(5) 建物被害（地震火災）②

樋本圭佑・田中哮義（2006）：都市火災の物理的延焼性状予測モデルの開発，日本建築学会環境系論文集，No.607，
pp.15-22．

１ 被害想定の実施項目と予測手法

加藤孝明，程洪，亜力坤玉素甫，山口亮，名取晶子（2006）：建物単体データを用いた全スケール対応・出火
確率統合型の地震火災リスクの評価手法の構築，地域安全学会論文集 No.8，pp.1-10，2006.11

⚫ 高知県（H24）で用いた樋本・田中(2006)モデルを消防研究
所モデルに変更

第２回資料に加筆
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(5) 建物被害（地震火災）②

１ 被害想定の実施項目と予測手法

【手法変更の理由】
１）内閣府（R7）手法による延焼クラスターは、複数の建物を一体的に延焼する可能性のある塊として扱うことから、個別の

建物の燃え移りを評価することはできない。今回想定では、より精緻な、延焼シミュレーションによる方法を採用した。
２）H24想定では樋本・田中モデルによる建物1棟単位の延焼シミュレーションによって焼失棟数を算定。この際、繰り返し計

算による平均的な焼失棟数を求めたが、建物1棟の内部の熱計算や隣家との熱量計算など行うため解析検討に膨大な時間を
要した。

３）今回の調査では、様々な状況における被害予測、複数の防災施策（初期消火率、感震ブレーカー、家具固定による出火抑
制等々）による火災の減災効果の検討を想定している。

４）そのため、今回の調査では樋本・田中モデル同等の建物1棟単位の延焼シミュレーションで、かつ、解析検討の時間も短く、
他県の被害想定における採用事例が多い消防研モデル（総務省消防庁消防研究センターによるモデル）を採用することと
したい。

５）樋本・田中モデルも消防研モデルも過去の市街地大火による検証によって妥当性が担保されており、広範囲を取り扱う県
レベルの被害想定における市街地延焼を評価するにあたっては両者に大差は無い。また、消防研モデルは令和6年能登半島
地震における輪島市火災を対象とした「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」において再
現検証に採用されており、地震時の延焼評価に適すると考えられる。

６）以上の理由から、今回の調査における延焼予測のモデルは消防研モデルを採用することとしたい。

【手法概要】
１）延焼の単位は建物1棟単位とし、出火点は残火災件数に従い、市域の木造建物に対

しランダムで設定する。
２）風向・風速は延焼シミュレーション時間内で一定の条件とする。
３）建物間の燃え移りは、右図に示すように、建物の中心（ポリゴンの幾何重心）を結ぶ直

線に沿って、出火建物の重心から外壁、隣接建物の外壁、隣接建物の重心へと燃え進
み、さらに同様に次の隣接建物に燃え進んで行く。ある建物から隣接建物に延焼するまで
の時間tは、右式のとおりである。

※ シミュレーションは1回の計算では、延焼火点の位置に依存した結果になるため、延焼火点
の位置を10,000回全体にランダムに割り振り、それぞれの延焼シミュレーションを行い、
平均的な焼失棟数期待値を求める。

図 延焼経路のイメージ

出典：山梨県地震被害想定調査報告書（令和５年５月）

⚫ 高知県（H24）で用いた樋本・田中(2006)モデルを消防研究
所モデルに変更延焼

内閣府手法を使わない理
由を１）に追加
（8/6）



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 第3回4県共同地震・津波県民意識調査報告書(2011)
• 東京都における直下地震の被害想定に関する調査報告書

(1997)

愛知県（H15）、東京都（H9）によってブロック塀、石塀等
の分布数を求め、宮城県沖地震時の地震動の強さと被害率との
関係式を用いて被害数を求める

〇 塀の数

〇 倒壊対象となる塀の割合

※1 東京都（1997）のブロック塀の比率・割合と石塀の比率・割合の平
均値を採用

〇 被害率

※ 石塀には東京都（1997）のブロック塀の被害率を採用

〇塀件数

※ 東京都（R4）による木造棟数と塀件数との関係を用いて求める

〇 倒壊対象となる塀の割合

※ 東京都（H9）に基づき、このうちの半分は改訂耐震基準を十分満た
しており、倒壊の危険性はないものとする

〇 被害率

※ここで、「地表最大加速度」としては、メッシュ別地表最大加速度の
市区町村別人口重み付平均値を用いる

ブロック塀等の
転倒箇所数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機①

8

⚫予測手法の違いについて詳しく整理し、本調査で採用す
る手法を検討する。

県民意識調査結果から係数を設定

第２回資料に加筆

⚫ 最新の県民意識調査結果からブロック塀等の存在割
合を設定



ブロック塀等の
転倒箇所数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機①

9

県手法
（H24） 第3回4県共同地震・津波

県民意識調査報告書
(2011)におけるブロック
塀・石塀等の存在割合

地震・津波県民意識調査報
告書(2024)におけるブロッ
ク塀・石塀等の存在割合

東京都における直下地震
の被害想定に関する調査
報告書(1997)におけるコ
ンクリート塀の存在割合

ブロック塀等

0.54×（木造住宅棟数）

県手法
（R7）

※1 東京都（1997）のブロック塀の比率・割合と石塀の比率・割合
の平均値を採用

※ 石塀には東京都（1997）のブロック塀の被害率を採用

高知県独自の調査結果がないため、県手法（H24）と同じ
（＝内閣府（R7）手法と根拠は同じ）係数を用いる。
（ブロック塀・石塀の被害率、コンクリート塀被害率は同じ）

ブロック塀等の存在割合は、地震・津波県民意識調査報告
書(2024) において設定された係数を用いる。

ブロック塀・石塀等の倒壊割合の根拠に使えるかも。
倒壊対象となる割合＝
1-（点検した結果、安全である）＝1-0.133＝0.867

出典：高知県：地震・津波県民意識調査報告書、2024

⚫ 最新の県民意識調査結果からブロック塀等の存在割
合を設定



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 自動販売機台数と転倒の可能性のある自動販売機の割合を高
知県内の自動販売機業者からヒアリングして設定

•平成24年と同じ手法ではあるが、自動販売機台数を更新

①自動販売機台数
• 高知県内の自動販売機業者へのアンケート結果から集計した

値

②転倒の可能性のある自動販売機の割合
• 高知県内における自動販売機にはほぼ100％の転倒防止策が

施工されているが、防災対策上の安全側の設定として、転倒
対象となる自動販売機の割合は、屋外設置比率(約9割※1)と
転倒防止措置未対応率(約1割※2)を乗じて設定

※1 清涼飲料水メーカへのヒアリング結果
※2 自動販売機転倒防止対策の進捗状況を踏まえて設定

③被害率
• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）

転倒率から約20.9％と設定

①自動販売機台数
• 全国の台数3,969,500台※を各市区町村に次の式で配分

※日本自動販売機工業会調べ：令和4年末時点

②転倒対象となる自動販売機の割合
• 屋外設置比率(約６割※1)と転倒防止措置未対応率(約１割※2)

より設定
※1：清涼飲料水メーカーへのヒアリング結果
※2：自動販売機転倒防止対策の進捗状況を踏まえて設定

③被害率
• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）

転倒率により設定（埼玉県H15）
• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）

転倒率25,880 台／124,100 台＝約20.9％
（神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、淡路島：全数調査）

揺れによる自動
販売機の転倒数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機②

10

第２回資料に加筆

⚫ 自動販売機業者へのアンケート結果から、自動販売機
台数及び転倒対象となる自動販売機台数を設定



揺れによる自動
販売機の転倒数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機②

11

⚫ 自動販売機業者へのアンケート結果から、自動販売機
台数及び転倒対象となる自動販売機台数を設定

①自動販売機台数

• 県想定（H24）同様に、自動販売機業者へのアンケートによって、市町村ごとに台数を設定する。

②転倒対象となる自動販売機の割合

• 県想定（H24）同様に、自動販売機業者へのアンケートによって、市町村ごとの耐震対策設置台数（設置割合）を設定

する。

• ただし、県想定（H24）同様に防災対策上の安全側の設定として、転倒対象となる自動販売機の割合は、屋外設置比率

(約9割※1)と転倒防止措置未対応率(約1割※2)を乗じて設定

③被害率

• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）転倒率により設定（埼玉県H15）

• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）転倒率25,880 台／124,100 台＝約20.9％

（神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、淡路島：全数調査）



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 高知県の東日本大震災時の避難者率の実態を考慮
• 避難行動別の比率を意識調査（令和5年、内閣府）による現

状の避難行動別比率を設定
• 調査・研究成果をもとに避難速度を設定

①避難行動の違い

②避難速度
• 東日本大震災の実績から平均時速2.65km/hと設定※1。
• 標高差が5m以上ある場合は標高差を昇降速度0.21m/秒※2で割った
時間を避難完了所要時間に追加

• 夜間における避難開始の遅れ(5分)、避難速度低下の考慮(80%)

③津波避難ビルの考慮
• 避難が間に合わない人から優先的に津波避難ビルへの収容を考える
• 東日本大震災の実績※3に基づき避難距離の上限を500mとした

④自力脱出困難者の考慮及び夏季の海水浴客等観光客の考慮

①避難行動の違い

②避難速度

※1：すぐに避難した人の割合が最も高い市で約
67％であった。また、従来の被害想定
（H18）では北海道南西沖地震の事例から意
識の高いケースとして70％としている。こ
れらを踏まえて70％と設定

※2：全体から「すぐに避難する」＋「切迫避難
あるいは避難しない」の割合を引いた数値と
して設定

※3：津波情報や避難の呼びかけを見聞きしてい
る中でそれをもって避難のきっかけとなった
場合、切迫避難の割合が一番低い市で0％で
ある。

※4：すぐに避難した人の割合が最も低い市で約
35％であった。また、従来の被害想定
（H18）では日本海中部地震の事例から意識
の低いケースとして20％としている。この
市は避難意識の高い地域と考えられるが、そ
れでも予想を超えて津波浸水の被害を受けた
地区が多いこと等もあり、早期避難率は低い。
他の地域は相対的により意識の低い地域が多
いと考えられることから、以上を踏まえて
20％と設定

※5：切迫避難（死者含む）の割合が高い市で
25％～約27％であった。また、従来の被害
想定（H18）では意識が低い場合に32％と
している。これらを踏まえて30％と設定

※6：住民の避難意識調査（令和５年、内閣府）
による

③高層階滞留者の考慮

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（津波）①

12

※1:国土交通省（2012）：津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導について
※2:足立・小松・荒木（1980）：「障害者を考慮した住宅団地の研究
※3:国土交通省（2011）：東日本大震災の津波被災現況調査結果（第３次報告）

高知県（H24）で
採用したケース

第２回資料に加筆

⚫ 液状化による避難速度低下を考慮



１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（津波）①

13

避難速度については、以下のように更新を行う。

⚫ 平均時速は、内閣府（R7）にのっとり、新たな知見を加えて

再設定された東日本大震災の実績（右表）を用いる。

⚫ 内閣府（R7） 、夜間における避難開始の遅れ(5分)、避難速度

低下の考慮(80%)は反映する。

⚫ 液状化危険度が高い地域では、「高知県：避難路の液状化対

策検討のための手引き（令和3年）」による液状化による避難

速度の低減率を設定する。

⚫ 液状化を模した地盤の歩行速度低減率が、歩行者の属性に応

じて0.61～0.86であったことから、液状化による避難速度低

下率(0.7)を設定する。

※液状化可能性の想定結果が「大」となる場所を対象とする。

出典：原・秋元・川原・佐々木・正垣、液状化と津波避難行動に関する実験的検証
その1 液状化の程度と歩行速度の関係、第56回地盤工学研究発表会、2021

⚫ 液状化による避難速度低下を考慮



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

・1建物出火当たりの死者数は高知県の統計による • 逃げまどいによる死者率を再検討

①炎上出火家屋内から逃げ遅れ

②延焼拡大時の逃げまどい
• 諸井・武村（2004）による関東大震災における「火災によ

る死者の増加傾向」に係る推定式を適用

※内閣府(2012)

③炎上出火家屋からの逃げ遅れに伴う負傷者

※内閣府(H24)

①炎上出火家屋内から逃げ遅れ

②延焼拡大時の逃げまどい
• 通常の大火は地震火災とは状況が異なると考え、関東地震と、大火の
うち被害が大きかった函館大火を基にした焼失率と火災による死者率
の関係を適用

③炎上出火家屋からの逃げ遅れに伴う負傷者

14

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（火災）② ⚫ 1建物出火当たりの死者数を最新5か年の火災統計から再設定

係数0.071は、最新5か年の１建物出火当たりの死者数より

第２回資料に加筆
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１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（火災）②

令和元年～令和５年の５年間の高知県における建物出火件数と火災による死者数は下表のとおりであることから、

１建物出火当たりの死者数は、0.071となる。

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 合計

建物出火件数 156 119 137 147 129 688

死者数 11 9 13 10 6 49

出典：火災統計

⚫ 1建物出火当たりの死者数を最新5か年の火災統計から再設定

高知県における建物出火件数と火災による死者数



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 転倒防止対策を行った場合の転倒率と重量家具類の対策措置
率をもとに補正係数を設定

• 震度別及び時間帯別死傷者率に対する補正係数の変更

①阪神・淡路大震災当時の阪神地区との転倒防止実施率の違い
による補正
•北浦ほか(1996)による家具の設定方式別に転倒・被害状況
を調査した結果、転倒防止対策を行った場合の転倒率は、
対策を行っていなかった場合の転倒率の23%となる
•また、阪神地域における転倒防止対策措置率は、重量家具
類(タンス・戸棚・食器棚・テレビ等)の対策措置率をもと
にすると約7.8％
•「平成24年度県民世論調査」(平成24年12月)によると、
高知県内の津波危険地区に居住する世帯の家具の転倒防止
対策実施率(「大部分固定している」)は、19.7％
•現状の対策実施率を一律19.7％とすると、高知県の補正係
数は90％となる

①転倒防止対策実施率の補正係数
• 家具類の転倒防止対策実施率が全国平均の35.9％（内閣府

「防災に関する世論調査（令和4年9月調査）」による）で
あった場合、補正係数は0.77

（平成24年は、実施率が26,2%、補正係数が0.85）

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（屋内収容物・落下物）③

16

⚫ 最新の県民意識調査結果による家具の転倒防止対策実施率
から効果の補正係数を再設定

高知県「地震・津波県民意識調査報告書(2024)」よ
り、対策実施率を一律37.9％とすると、高知県の転
倒防止対策実施効果の補正係数は0.753となる

第２回資料に加筆



１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（屋内収容物・落下物）③
⚫ 最新の県民意識調査結果による家具の転倒防止対策実施率

から効果の補正係数を再設定

17

①阪神・淡路大震災当時の阪神地区との転倒防止実施率の違いによる補正
•北浦ほか(1996)による家具の設定方式別に転倒・被害状況を調査した結果、転倒防止対策を行った場合の転倒率は、
対策を行っていなかった場合の転倒率の23%となる
•また、阪神地域における転倒防止対策措置率は、重量家具類(タンス・戸棚・食器棚・テレビ等)の対策措置率をもとに
すると約7.8％
•高知県「地震・津波県民意識調査報告書(2024)」 によると、高知県内の津波危険地区に居住する世帯の家具の転倒防
止対策実施率(「固定している」、「寝室だけは固定している」、「固定が必要な家具や家電などを居室内に置いてい
ない」)は、37.9％
•現状の対策実施率を一律37.9％とすると、高知県の転倒防止対策実施効果の補正係数は75.3％となる

※高知県（H24）による算定式を採用
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巻末資料



(4) 建物被害（揺れ）①

高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24年8月）の方法を踏襲
• Ｓ造・RC造の区別なく、年次区分を旧築年(1971年以前)・
中築年(1972～80年)・新築年(1981年以後)の３区分に分
類

• 非木造については、兵庫県南部地震および新潟県中越地震で
建物高さ方向（階数）の違いにより被害率が異なる傾向が見
られることから、今回新たにこれを考慮した手法とする

• Ｓ造は年次区分を旧・中築年、新築年の２区分、階数区分を
①１～４階、②５～６階、③７～15階の３区分に分類

• RC・SRC造は年次区分を旧築年、中築年、新築年の３区分、
階数区分を①１～６階、②７階～10階、③11～15階の３区
分に分類

• 16階以上の高層建物は損傷しない

⚫内閣府（R7）で細分化された区分を採用する。

※S造の被害率曲線を代表として示している。

２枚目にRC,SRCの図

を載せていたのを省
略しました。（OYO）１ 被害想定の実施項目と予測手法

19
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高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

(想定なし) • 時間差をおいて地震が発生する場合を考慮

• 建物・人的被害の定量評価については、1回目の地震からの
経過時間に応じて、1回目の地震に伴う影響を踏まえる
‐ 1回目の地震発生から数日後（南海トラフ地震臨時情

報発表後の防災対応期間中）に発生した場合
‐ 1回目の地震発生から数年後（一定程度の復旧作業が

進んだ時期）に発生した場合
• 1回目の地震で半壊となった建物については、2回目の地震

に対する被害率※を大きくする
※計測震度が0.5高い場合と同じ全壊率を設定。

どこまで想定するか
にもよるが、建物被害
までみる場合にはこ
の方法を使う。（OYO）

⚫内閣府（R7）で新たに示された予測
手法を採用する。時間差をおいて地震が発生する場合(4) 建物被害（揺れ）②

１ 被害想定の実施項目と予測手法

20

第２回資料再掲



高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

•東京消防庁出火危険度測定(第8回、平成23年) •東京消防庁出火危険度測定（第10回、令和3年）

炎上出火件数を
求める際の初期消火成功率

出火件数

高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

• 廣井(2014):津波火災に関する東日本大震災を対象とした質
問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案

• 様相としてまとめる • 「車両からの出火による津波火災」と「車両火災以外の津波
火災」は発生メカニズムが異なるため、出火件数を別々に算
出して合算する

• 東日本大震災の市町村別発生実績による推計式

⚫内閣府（R7）で更新された係数を用いる。

⚫内閣府（R7）で示された推計式で定量的に評価する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(5) 建物被害（地震火災）③

(5) 建物被害（津波火災）④

廣井悠. 津波火災に関する東日本大震災を対象とした質問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案. 地域安全学会論文集(24). pp.111-121. 2014

21
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高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

・内閣府（平成24年8月29日）の方法 要救助者数は津波避難ビル・タワーに避難した者を考慮

①要救助者数
• 津波の最大浸水深より高い階に滞留する者を要救助者として

推定
• 中高層階滞留に伴う要救助者は最大浸水深１ｍ以上の地域で

発生するものとする。
• 津波到達時間が１時間以上ある地域では中高層階滞留者の３

割が避難せずにとどまるとして要救助対象とする

②要捜索者数
• 「津波に巻き込まれた人(避難未完了者＝津波による死傷

者)」を津波被害に伴う初期の要捜索者と考えた

①要救助者数
• 津波の最大浸水深より高い階に滞留する者、および、津波避
難ビル・タワーに避難した者を要救助者として推定

• 中高層階滞留に伴う要救助者は最大浸水深１ｍ以上の地域で
発生するものとする

• 津波到達時間が１時間以上ある地域では中高層階滞留者の３
割が避難せずにとどまるとして要救助対象とする

②要捜索者数
• 「津波に巻き込まれた人（避難未完了者＝津波による死傷

者）」を津波被害に伴う初期の要捜索者と考える

22

⚫内閣府（R7）で更新された手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（津波被害に伴う要救助者）④

※ 避難ビル・タワーへの避難者は要救助者から除外していた。 ※ 避難ビル・タワーへの避難者も要救助者として計上する。
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高知県（平成24年） 内閣府（令和7年）

（想定なし）
• 東日本大震災の岩手県・宮城県(あるいは福島県)における災

害関連死者数と最大避難者数の関係に基づいて推計

• 下記の東日本大震災(岩手県・宮城県)における災害関連死者
数と最大避難者数の関係に基づき、避難者の定量評価結果
(最大値)に対して、避難者1万人あたり40人の災害関連死が
発生するものとして、災害関連死者数を推計する

※なお、南海トラフ巨大地震の被害の広域性・甚大性を考慮すると、令
和6年能登半島地震でみられたような外部からの応援等が困難になるこ
と、発災後の状況によっては、被災者が十分な支援等を受けられずに、
災害関連死のさらなる増加につながるおそれがあることが考えられる
ため、現時点の最大値に基づいて、推計の幅値の一つとして考慮する

23

⚫内閣府（R7）で新たに示された予測手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(7) 人的被害（災害関連死）⑤

第２回資料再掲


	スライド 0: 被害想定の予測手法
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23

